
 

 

＜表２　法定点検一覧表～国土交通省「官庁施設の法定点検整理表」を基に作成～＞

施設規模
大項目
区分

中項目区分 小項目区分 点検内容 点検頻度 関係法令

敷地及び地盤面

構造耐力上主要な部分

非構造部材 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁等

施設規模は

問わない

昇
降
機

設
備

昇降機 エレベータ 定期点検

１年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は２年以内)

建築基準法第１２条④
 　建築基準法施行規則第４条の２０②、第６
条の２

総務省令で定める基準に基づき
定期点検

外観及び機能点検６月に１回 消防法第１７条３の３
   施行令第３６条２

定期点検

１年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は２年以内)

建築基準法第１２条④
   建築基準法施行令第１６条
   建築基準法施行規則第４条の２０③、第６
条の２

1,000㎡超

換
気
設

備 定期点検

１年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は２年以内)

建築基準法第１２条④
   施行令第１６条
   施行規則第４条の２０③、第６条の２

保安規程を定め自主定期点検 保安規程による
電気事業法第４２条

定期点検

１年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は２年以内)

建築基準法第１２条④
   建築基準法施行令第１６条
   建築基準法施行規則第４条の２０③、第６
条の２

一般用電気工作物 定期点検

１年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は２年以内)

建築基準法第１２条④
   建築基準法施行令第１６条
   建築基準法施行規則第４条の２０③、第６
条の２

200㎡超

1000㎡以下

電
気

設
備

非常用照明設備 事業用電気工作物 保安規程を定め自主定期点検 保安規程による
電気事業法第４２条

階数が２以上

の場合(施設

規模は

問わない）

電
気
設
備

非常用照明設備 事業用電気工作物 保安規程を定め自主定期点検 保安規程による

電気事業法第４２条

1,000㎡超

給
排
水

設
備

定期点検

１年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は２年以内)

建築基準法第１２条④
   施行令第１６条
建築基準法施行規則第４条の２０③、第６条
の２

消火器具、火災報知設備（消防
機関通報用）、誘導灯、誘導標
識、消防用水、非常コンセント
設備、無線通信補助設備

防火対象物に設けられている消防用設備等又
は特殊消火用設備等

機器点検 ６月に１回

機器点検 ６月に１回

総合点検（配線を含む） １年に１回

施設規模は

問わない

消
火
設

備

指定数量の１０倍以上の危険物を取り扱う一般
取扱所、地下タンクを有する一般取扱所

定期点検(消防法第１０条第４項
の技術上の基準に適合している
かの点検)

１年に１回以上

消防法第１４条の３の２
   危険物令第８条の５、３１条

特別高圧受変電設備、高圧受
変電設備、二次変電設備等 事業用電気工作物 保安規程を定め自主定期点検 保安規程による

電気事業法第４２条

総務省令で定める基準に基づき
定期点検

外観及び機能点検６月に１回 消防法第１７条３の３
   施行令第３６条２
   消防予第１７２号

保安規程を定め自主定期点検 保安規程による
電気事業法第４２条

一般用電気工作物
総務省令で定める基準に基づき
定期点検

外観及び機能点検６月に１回 消防法第１７条３の３
   施行令第３６条２
   消防予第１７２号

1,000㎡超

電
気
設

備

消防用設備等に付随されるもの
以外の自家発電設備などの電
源設備など

事業用電気工作物 保安規程を定め自主定期点検 保安規程による

電気事業法第４２条

特別高圧受変電設備、高圧受
変電設備、二次変電設備等 事業用電気工作物 保安規程を定め自主定期点検 保安規程による

電気事業法第４２条

総務省令で定める基準に基づき
定期点検

外観及び機能点検６月に１回 消防法第１７条３の３
消防法施行令第３６条２
消防予第１７２号

保安規程を定め自主定期点検 保安規程による
電気事業法第４２条

一般用電気工作物
総務省令で定める基準に基づき
定期点検

外観及び機能点検６月に１回 消防法第１７条３の３
消防法施行令第３６条２
消防予第１７２号

消防用設備等に付随されるもの
以外の自家発電設備などの電
源設備など

事業用電気工作物 保安規程を定め自主定期点検 保安規程による

電気事業法第４２条

施設規模は

問わない

空
調
設
備
・

衛
生
設
備

ボイラー、圧力容器

伝熱面積10㎡以上又はバーナーの燃料の燃焼
能力が重油換算で１時間当り50リットル以上

ばい煙量又はばい煙濃度の測定

２月を越えない作業期間毎に１回以
上（排出ガス量が毎時40,000ｍ３未
満の場合は、年２回以上）

大気汚染防止法第１６条

特定施設の１日の冷凍能力が20ｔ（フロンガスの
場合50ｔ）以上の高圧ガスを用いる冷凍機 保安検査 ３年以内毎に１回以上

高圧ガス保安法第３５条

特定施設以外の１日の冷凍能力が20ｔ（フロン
ガスの場合50ｔ）以上の高圧ガスを用いる冷凍
機

定期自主検査 １年以内毎に１回以上
高圧ガス保安法第３５条の２

施設規模は

問わない

衛
生
設
備

ガス湯沸器、ガス風呂釜、これ
らの排気筒及び排気筒に接続
される排気扇

ガス湯沸器及びガス風呂釜（不完全燃焼時に
当該機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃
焼を停止する機能を有すると認められているも
の及び経緯燃焼式のものであって特定ガス消
費機器の設置工事の監督に関する法律第６条
に規定する表示が付されているものは除く）並
びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排
気扇

消費機器の技術上の基準に適合
しているかどうかの調査

３年に１回以上

ガス事業法第４０条の２
  高圧ガス保安法施行規則第１０７条、１０８
条

施設規模は

問わない

空
調
設
備

冷凍機

1,000㎡超

電
気
設
備

消防用設備等に付随される自
家発電設備などの非常電源設
備、非常コンセント設備、これら
配線、操作盤など

事業用電気工作物

200㎡超

1000㎡以下

電
気
設
備

消防用設備等に付随される自
家発電設備などの非常電源設
備、非常コンセント設備、これら
配線、操作盤など

事業用電気工作物

施設規模は

問わない

消
火
設
備

消防法第１７条３の３（消防用設備等の定期
点検）
   消防用設備等の点検の期間、方法及び結
果報告書の様式を定める告示（消防庁告示
第三号）

屋内消火栓設備、スプリンク
ラー設備、水噴霧消火設備、泡
消火設備、二酸化炭素消火設
備、ハロゲン化物消火設備、粉
末消火設備、屋外消火栓設備、
自動火災報知設備、ガス漏れ
火災警報設備、漏電火災報知
器、非常警報器具及び設備、避
難器具、排煙設備、連結散水設
備、連結送水管、非常電源専用
受電設備、蓄電池設備、動力消
防ポンプ、自家発電設備、操作
盤

防火対象物に設けられている消防用設備等又
は特殊消火用設備等

1,000㎡超

排
煙
設
備

1,000㎡超

電
気
設
備

非常用照明設備

事業用電気工作物

法定点検一覧表

1,000㎡超
建
築

定期点検

３年以内ごと(検査済証の交付を受
けた日以後最初の点検は、６年以
内)

建築基準法第１２条②
   施行令第１６条
   施行規則第４条の２０①、第５条の２

施設規模
大項目
区分

中項目区分 小項目区分 点検内容 点検頻度 関係法令

浄化槽 水質検査
使用開始後６ヶ月を経過した日から
２ヶ月以内。その後は、毎年１回

全ばっ気方式(～２０人) ３月に１回以上

全ばっ気方式(２１人～３００人) ２月に１回以上

全ばっ気方式(３０１人～) １月に１回以上

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純
ばっ気方式(～２０人)

４月に１回以上

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純
ばっ気方式(２１人～３００人) ３月に１回以上

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純
ばっ気方式(３０１人～)

２月に１回以上

散水ろ床方式、平面酸化床方式、地下砂ろ過
方式

６月に１回以上

上記以外 １年に１回以上

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方
式、脱窒ろ床接触ばっ気方式(～２０人) ４月に１回以上

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方
式、脱窒ろ床接触ばっ気方式(２１人～５０人) ３月に１回以上

活性汚泥方式 １週に１回以上

回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方
式(砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集層
を有する浄化槽）

１週に１回以上

回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方
式(スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整
槽を有する浄化槽）

２週に１回以上

上記以外 ３月に１回以上

全ばっ気方式 概ね６月毎に１回以上

上記以外 １年に１回以上

貯水槽の清掃 １年以内毎に１回

遊離残留塩素の検査 ７日以内毎に１回

水槽の清掃 １年以内毎に１回 水道法３４条

水槽の清掃、施設の外観検査、
給水栓における水質検査、自主
検査、書類提出

１年以内毎に１回

水槽の有効容量の合計が１０m3以下のもの
水道事業者の定める供給規定に
よる

3,000㎡以上
排
水

排水槽 排水設備の補修、掃除 ６月以内毎に１回

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行規則第４条の３
   水質基準省令

3,000㎡以上
清
掃

清掃等　ねずみ等の防除 ６月以内毎に１回

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行令第２条第３号
   施行規則第４条の５

施設規模は
問わない

室
内

環
境

労働者を常時就業させる場所又は事務所 照明設備の点検(照度の測定) ６月以内毎に１回
労働安全衛生規則第６０５条

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律

労働安全衛生法施行令第２１条５

労働安全衛生法施行令第２１条５

3,000㎡以上

室
内
環

境 ホルムアルデヒドの量

新築・増築、大規模修繕等の工事
完了後６月１日から９月３０日までの
間に１回

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律

ダイオキシン量の自主測定
１年に１回以上（都道府県知事への
報告義務）

ダイオキシン類対策特別措置法第28条１
  施行令４条、別表１

廃棄物処理法施行令第１条の７（廃棄物を
焼却する焼却設備の構造）

冷却塔、冷却水の水管の清掃、
冷却水の完全換水

冷却塔に供給する水の水質検
査、冷却塔、冷却水の排水受け
の点検・清掃

施設規模は

問わない

冷却塔に供給する水の水質検
査、冷却塔、冷却水の排水受け
の点検・清掃

１年以内毎に１回

3,000㎡以上

空
調
設

備
空気調和機

(ユニット形他)

空気調和設備内の排水受けの点
検・清掃

使用開始時と使用開始後１月以内
毎に１回

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行令第２条１
   施行規則第３条１８

加湿装置に供給する水の水質検
査、目視による点検

使用開始時と使用開始後１月以内
毎に１回

加湿器の清掃
１年以内毎に１回

遊離残留塩素の検査 ７日以内毎に１回

散水・修景・清掃用

pH値、臭気、外観検査　７日以内毎
１回、大腸菌群、濁度検査２ヶ月毎
に１回

水洗便所用の水質検査
pH値、臭気、外観検査　７日以内毎
１回、大腸菌群検査２ヶ月毎に１回

ガスタービン、
ディーゼル機関

燃料の燃焼能力が重油換算で１時間当り50リッ
トル以上

ばい煙量又はばい煙濃度の測定

２月を越えない作業期間毎に１回以
上（排出ガス量が毎時40,000ｍ３未
満の場合は、年２回以上）

ガス専焼ボイラー、ガスタービン
及びガス機関、燃料電池用改
質器(ガス発生炉)

ばいじん及び窒素酸化物の測定 ５年に１回以上

施設規模は
問わない

焼
却
設

備 廃棄物焼却炉
火炉子面積２㎡以上又は焼却能力が１時間あ
たり200kg以上

ばい煙量又はばい煙濃度の測定

２月を越えない作業期間毎に１回以
上（排出ガス量が毎時40,000ｍ３未
満の場合は、年２回以上）

大気汚染防止法第２条、１６条
   施行規則第１５条

指定地域内  日平均排水量

50ｍ３以上 100ｍ３未満：３０日以
内毎に１回、 100ｍ３以上 200ｍ３
未満：１４日以内毎に１回、200ｍ３
以上 400ｍ３未満：７日以内毎に１
回、400ｍ３以上：毎日

水質汚濁防止法第１４条
   施行令第１条、別表１
   施行規則第１条の２

施設規模は

問わない

排
水

浄
化
槽

特定施設（処理対象人員が500人を越えるし尿
浄化槽、300床以上の病院の厨房施設・洗浄施
設・入浴施設、業務の用に供する総床面積が
420㎡以上の飲食店の厨房施設等）、指定地域
特定施設（指定地域内の処理対象人員が201
人以上500人以下のし尿浄化槽）

排出水の測定

3,000㎡以上

中
水

(

再
利
用

水

)

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行規則第４条の２

施設規模は
問わない

電
気
設
備

大気汚染防止法第２条、１６条
   大気汚染防止法施行規則第１５条

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行令第２条１
   施行規則第３条の１８

3,000㎡以上

空
調
設
備

加
湿
装
置

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行令第２条１
   施行規則第３条の１８

3,000㎡以上 空
調
設
備

冷
却
塔

１年以内毎に１回

２月以内毎に１回

施設規模は
問わない

焼
却
設
備

廃棄物焼却炉

火床面積（廃棄物の焼却施設に２以上の廃棄
物焼却炉が設置されている場合にあっては、そ
れらの火床面積の合計）が０．５㎡以上又は焼
却能力（廃棄物の焼却施設に２以上の廃棄物
焼却炉が設置されている場合にあっては、それ
らの焼却能力の合計）が１時間当たり５０ｋｇ以
上のもの

建築物における衛生的環境の確保に関する
法律
   施行令第４条の７

施設規模は
問わない

簡易専用水道（水槽の有効容量の合計が１０
m3を超えるもの）

水道法３４条の２

3,000㎡以上
室
内
環
境

浮遊粉塵量、一酸化炭素の含有
量、二酸化炭素の含有量、温度
（空気調和設備の場合のみ）、相
対湿度（空気調和設備の場合の
み）、気流

浄化槽

保守点検

浄化槽法第７条、８条

清掃

3,000㎡以上

飲
料
水

貯水槽

法定点検一覧表

施設規模は
問わない

排
水

浄化槽法第７条、８条

みなし浄化槽 保守点検

 

＜資料４ 法定点検一覧表~国土交通省「官庁施設の法定点検整理表」を基に作成～＞ 


